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富山県告示第415号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  立山町土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和５年11月10日認可した。 

     令和５年11月20日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 

 

富山県告示第416号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において11月20日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和５年11月20日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

一般国道 
 
304号 

南砺市荒木1431番１地先
から 
 
南砺市高宮1942番１地先
まで 

変更前 

 
 
Ａ 
 
 

最大 18.9 
 

最小  7.9 
1,323.7 

砺波土木
センター 

南砺市荒木1431番１地先
から 
 
南砺市高宮1537番１地先
まで 

 
 
Ｂ 
 
 

最大 37.4 
 

最小  17.0 
1,539.0 

南砺市荒木1431番１地先
から 
 
南砺市高宮1537番１地先
まで 

変更後 

 
 
Ｂ 
 
 

最大 37.4 
 

最小 17.0 
1,539.0 

県道 
 
臼中福光線 

南砺市高宮5070番地先か
ら 
 
南砺市高宮32番１地先ま
で 

変更前 

 
 
Ａ 
 
 

最大 20.8 
 

最小  7.2 
639.6 

砺波土木
センター 

 
 
Ｂ 
 
 

最大 38.1 
 

最小   7.7 
449.0 

変更後 

 
 
Ｂ 
 
 

最大 38.1 
 

最小  7.7 
449.0 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長から次のとおり公共測量 

を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和５年11月20日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（用地測量） 

２ 作業期間 



  令和５年 11月 20日      富 山 県 報        第 5160号  3   

  

  令和５年10月20日から令和６年３月22日まで 

３ 作業地域 

  富山県中新川郡立山町芦峅寺字豊木 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長から次のとおり公共測量 

を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和５年11月20日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（水準測量） 

２ 作業期間 

  令和５年10月13日から令和５年12月31日まで 

３ 作業地域 

  富山県富山市有峰地区 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長から次のとおり公共測量 

を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和５年11月20日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（基準点測量、現地測量、ＵＡＶレーザ測量） 

２ 作業期間 

  令和５年10月17日から令和５年12月31日まで 
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３ 作業地域 

  称名川（富山県中新川郡立山町芦峅寺地区） 

 

 

建設業の営業の停止 

 建設業法（昭和24年法律第 100号）第28条第３項の規定による処分をしたので、 

同法第29条の５第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年11月20日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 処分をした年月日 

  令和５年11月７日 

２ 処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号 

 ⑴ 商号 有限会社澤武電機商会 

 ⑵ 主たる営業所の所在地 氷見市諏訪野３番28号 

 ⑶ 代表者の氏名 澤武 亮 

 ⑷ 許可番号 富山県知事許可（般－４）第1244号 

３ 処分の内容 

  建設業法第28条第３項の規定による営業の停止命令 

 ⑴ 停止を命ずる営業の範囲 

   電気工事業に関する営業（注文者から電気工事を請け負う営業をいう。）の 

  うち、公共工事（次の各号のいずれかに該当するものをいう。）に係るもの 

  ア 国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第１に掲げる公 

   共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令 

   第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事 

  イ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11 

   年法律第117号）第２条第２項に規定する特定事業に係る建設工事 

  ウ ア及びイに掲げる建設工事以外の建設工事であって、補助金等（補助金等 

   に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第 179号）第２条第 

   １項に規定する補助金等及び同条第４項に規定する間接補助金等並びに地方 
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   公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。）の交付を受けて 

   行うもの 

 ⑵ 停止を命ずる期間 

   令和５年11月22日から同年12月６日まで 

４ 処分の原因となった事実 

  有限会社澤武電機商会は、「一般国道 415号外県単独道路維持修繕道路照明施 

 設更新工事」において、建設業法第26条第１項により現場に主任技術者を置く必 

 要があったところ、資格要件を満たす主任技術者を置かなかった。このことが、 

 建設業法第28条第１項第２号に該当する。 
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